
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
第
二
次
大
戦
前
に
お
け
る
ー

桜

井

孝

一

一
、
序

二
、
明
治
維
新
前
に
お
け
る
破
産
制
度

三
、
明
治
維
新
後
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
化

　
e
　
第
一
期
1
「
華
士
族
平
民
身
代
限
規
則
」
制
定
を
中
心
と
し
て

　
口
　
第
二
期
1
「
旧
商
法
破
産
編
・
家
資
分
散
法
」
制
定
を
中
心
と
し
て

　
日
第
三
期
1
「
現
行
破
産
法
・
和
談
法
」
制
定
を
中
心
と
し
て

四
、
結
　
び

序

破
産
は
一
つ
の
社
会
現
象
で
あ
り
、
経
済
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
律
的
側
面
か
ら
み
る
と
き
に
は
、
こ
の
社
会
現
象
た
る
、
あ
る
い

は
経
済
現
象
た
る
破
産
と
い
う
状
態
－
債
務
者
の
経
済
的
破
綻
の
状
態
1
を
、
い
か
に
し
て
能
率
的
に
、
合
理
的
に
処
理
す
る
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
処
理
の
制
度
こ
そ
が
破
産
制
度
で
あ
り
、
そ
の
制
度
を
動
か
し
、
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
こ
そ
が
破
産

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
破
産
制
度
を
通
じ
て
目
本
の
近
代
化
を
み
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
制
度
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
担
保
す
る
破
産

法
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
化
過
程
を
検
討
し
、
つ
い
で
そ
れ
が
日
本
社
会
の
近
代
化
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
破
産
制
度
は
、
債
務
者
の
経
済
的
破
綻
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

状
態
に
対
し
て
、
い
か
に
債
権
者
に
公
平
な
満
足
を
与
え
る
か
を
主
た
る
目
的
と
す
る
、
法
律
技
術
的
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

制
度
の
存
在
自
体
が
す
で
に
社
会
が
近
代
化
へ
と
向
う
志
向
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
制
度
が
よ
り
近
代
的
内
容
を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て
社
会
も
ま
た
近
代
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
、
そ
の
制
度
と
社
会
と
の
間
は
相
互
侵
透
の
関
係
に
立
つ
と
い
え
る
。

　
破
産
制
度
と
社
会
の
近
代
化
と
は
以
上
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
と
い
え
る
か
ら
、
破
産
制
度
を
通
じ
て
日
本
の
社
会
の
近
代
化
を
み
る

こ
と
、
そ
れ
は
破
産
制
度
の
近
代
化
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
応
概
観
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
破

　
　
　
　
　
　
（
二
）

産
制
度
の
近
代
化
と
い
う
問
題
を
軸
と
し
て
目
本
の
近
代
化
を
論
じ
て
み
よ
う
。

　
と
ア
」
ろ
で
、
日
本
に
お
け
る
法
制
度
の
近
代
北
は
、
主
と
し
て
明
治
維
新
後
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
影
響
を
う
け
て
進
め
ら
れ
た
と

い
え
る
が
、
し
か
し
個
別
の
制
度
に
お
い
て
そ
の
影
響
を
う
け
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
近
代
化
さ
れ
た
か
を
き
め
る
に
は
、
明
治
維
新

前
の
そ
れ
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
識
で
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
ま
ず
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に

破
産
制
度
に
つ
い
て
は
そ
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
虞
破
産
制
度
の
存
在
自
体
が
執
行
制
度
の
体
系
に
お
け
る
近
代
的
な
意
識
の

所
産
と
も
い
え
る
か
ら
。

　
　
（
一
）
　
破
産
制
度
は
社
会
政
策
的
制
度
で
あ
り
、
破
産
法
は
社
会
政
策
立
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
斉
藤
常
三
郎
・
破
産
法
及
和
議
法
研
究
一
巻
三
九

　
　
　
頁
、
加
藤
正
治
・
破
産
法
研
究
』
巻
二
一
〇
頁
、
井
上
直
三
郎
・
「
破
産
制
度
ノ
精
神
ト
社
会
的
立
法
」
法
学
論
叢
三
巻
五
号
一
一
九
頁
以
下
）
。



　
　
し
た
が
っ
て
、
破
産
制
度
な
い
し
は
破
産
法
の
存
在
自
体
が
そ
の
時
代
の
不
十
分
な
が
ら
も
近
代
的
な
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
制

　
　
度
に
含
ま
れ
る
内
容
自
体
の
近
代
化
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
の
意
識
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
闘
係
に
立
つ
と
も
い
え
よ
う
。

（
二
）
　
わ
が
国
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
は
、
ω
破
産
制
度
が
統
一

　
　
的
な
法
制
度
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
。
ω
債
権
者
の
公
平
な
満
足
の
純
化
、
す
な
わ
ち
債
権
者
の
損
失
分
担
思
想
の
徹
底
化
。
⑥
債
務
者
の
保
護

　
　
・
更
生
の
考
慮
、
こ
れ
と
関
連
し
て
破
産
予
防
制
度
の
強
化
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
ω
は
形
式
面
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
化
の
メ

　
　
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
ω
、
㈹
は
実
質
面
に
お
け
る
そ
れ
と
い
え
よ
う
。
ω
と
偶
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
破
産
制
度
の
主
目
的
は
⑭
で
あ
る

　
　
が
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
⑥
の
実
現
を
も
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
破
産
制
度
の
近
代
化
の
一
側
面
が
あ
る
。
そ
の
点
で
社
会
政
策

　
　
立
法
と
し
て
の
破
産
法
の
意
義
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
近
代
化
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
具
体
的
に
破
産
制
度
の
在

　
　
り
方
を
規
定
す
る
立
法
主
義
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
ω
商
人
破
産
主
義
↓
一
般
破
産
主
義
　
ω
膨
脹
主
義
↓
非
膨
脹
主
義
（
固
定
主
義
）
⑥
徴
戒
主

　
　
義
↓
非
徴
戒
主
義
　
㈲
非
免
責
主
義
↓
免
責
主
義
と
い
う
方
向
に
み
出
さ
れ
よ
う
。
以
下
の
論
述
も
、
こ
れ
を
軸
と
し
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
明
治
維
新
前
に
お
け
る
破
産
制
度

一
　
破
産
制
度
は
債
権
者
の
公
平
な
満
足
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
破
産
制
度
の
成
立
そ
の
も
の

こ
そ
が
、
執
行
制
度
の
体
系
か
ら
み
る
と
き
、
近
代
的
な
考
え
方
の
所
産
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
、
わ
が
国
で
破
産
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

度
が
成
立
し
た
の
は
、
徳
川
期
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
る
。
け
だ
し
そ
れ
以
前
に
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
債
権
の
保
護
が
十
分
に
行
わ

れ
て
い
な
い
と
と
も
に
、
民
事
責
任
と
刑
事
責
任
と
が
明
確
に
分
化
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
強
制
執
行
の
体
系
に
お
い
て
も
公
的
執
行

と
私
的
執
行
と
が
併
存
し
、
ま
た
物
的
執
行
ば
か
り
で
な
く
人
的
執
行
も
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
私
的
執
行
、
人
的
執
行
の
形
態

　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

を
完
全
に
拭
い
き
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
公
的
執
行
、
物
的
執
行
の
原
則
の
確
立
し
て
い
な
い
時
代
で
は
、
お
の
ず
か
ら
強
制
執
行
も
「
早

い
も
の
勝
ち
」
の
制
度
で
あ
っ
て
、
競
合
せ
る
多
数
債
権
者
を
同
一
線
上
に
お
き
、
完
済
し
え
な
い
債
務
者
の
財
産
を
各
債
権
者
に
平
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

に
分
配
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
破
産
制
度
は
そ
も
そ
も
成
立
し
え
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
破
産
制
度
は
、
執
行
制
度
の
体
系
に
お
い
て

私
的
執
行
な
い
し
は
人
的
執
行
と
い
う
非
近
代
的
要
素
が
と
り
さ
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
で
は
徳
川
期
に
お
い
て
よ
う
や

く
成
立
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
詳
し
く
は
、
細
川
亀
市
「
本
邦
破
産
制
度
成
立
史
」
日
本
法
学
四
巻
九
号
一
頁
以
下
参
照

　
（
二
）
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
破
産
手
続
の
萌
芽
は
、
ロ
ー
マ
共
和
制
末
期
に
お
け
る
財
産
執
行
の
制
度
、
す
な
わ
ち
5
奮
δ
汐
げ
○
壼
（
財
産
管
理

　
　
　
命
令
）
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
で
に
こ
の
時
代
に
は
強
制
執
行
の
体
系
に
お
い
て
私
的
執
行
、
人
的
執
行
が
か
な
り
後
退
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、

　
　
　
公
的
執
行
、
物
的
執
行
の
原
則
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
加
藤
正
治
「
破
産
法
ノ
沿
革
」
破
産
法
研
究
｝
巻
一
頁
以
下
、
同
・
破

　
　
　
産
法
要
論
一
二
頁
以
下
参
照
。

二
　
よ
う
や
く
徳
川
期
に
い
た
っ
て
、
人
的
執
行
は
例
外
的
に
の
み
存
し
、
原
則
と
し
て
は
物
的
執
行
が
行
わ
れ
、
ま
た
私
的
執
行
に
か

わ
っ
て
公
的
執
行
が
確
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
は
じ
め
て
、
多
数
債
権
者
の
平
等
の
満
足
を
目
的
と
す
る
破
産
と
い
う
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

が
登
場
し
た
。
ま
さ
に
徳
川
期
に
お
い
て
破
産
制
度
の
成
立
の
端
緒
が
開
か
れ
、
そ
れ
が
生
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
の
、
破
産
制
度
を
含
め
て
の
、
執
行
制
度
の
体
系
と
し
て
は
、
　
「
身
代
限
」
及
び
「
分
散
」
の
制
度
が
あ
っ
た
。
概
括
的
に
い

え
ば
、
「
身
代
限
」
は
現
行
の
強
制
執
行
制
度
に
あ
た
り
、
「
分
散
」
は
現
行
の
破
産
制
度
に
あ
た
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
前
者
に
は

現
行
の
破
産
制
度
に
類
似
し
た
手
続
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
現
在
の
よ
う
に
、
強
制
執
行
手
続
と
破
産



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

手
続
と
の
賜
確
な
分
離
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
破
産
制
度
の
前
近
代
的
性
格
が
存
す
る
と
も
い

え
よ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
以
下
に
は
、
ぞ
の
制
度
の
内
容
の
近
代
性
、
前
近
代
性
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

の
手
続
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
「
身
代
限
」
で
あ
る
。
　
こ
れ
け
強
制
執
行
手
続
と
破
産
手
続
の
両
者
を
含
む
と
い
え
る
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
ま
ず
公
事
銘
に
も
と
づ
く
金
銭
債
権
の
執
行
手
続
と
し
て
の
身
代
限
手
続
が
先
行
し
、
そ
の
結
果
債
務
者
の
総
財
産
を
も
っ
て
当
該

債
務
を
完
済
で
き
な
い
場
合
に
包
括
的
財
産
に
対
す
る
執
行
手
続
、
す
な
わ
ち
現
行
の
破
産
手
続
に
類
似
す
る
「
身
代
限
」
が
行
わ
れ

（
六
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

た
。
と
こ
ろ
で
身
代
限
は
、
原
則
と
し
て
単
独
執
行
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
債
務
者
の
総
財
産
を
そ
の
対
象
と
す
る
け
れ
ど
も
そ
の
手
続

が
も
っ
ぱ
ら
裁
判
機
関
の
職
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
点
で
、
現
在
の
強
制
執
行
に
類
似
す
る
が
、
債
務
超
過
に
よ
る
支
払
不
能
を
原
因
と

し
て
裁
判
機
関
が
身
代
限
り
を
申
付
け
、
さ
ら
に
そ
の
さ
い
目
限
済
方
ま
た
は
切
金
な
ど
の
支
払
猶
予
手
続
を
み
と
め
て
い
る
点
で
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

在
の
破
産
手
続
に
近
似
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
執
行
手
続
と
し
て
の
身
代
限
の
延
長
と
し
て
の
、
包
括
的
財
産
に
対
す
る
執
行
と
し
て

の
身
代
限
と
い
う
点
で
は
、
ま
さ
に
破
産
制
度
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
つ
い
で
「
分
散
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
行
の
破
産
手
続
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
異
論
が
な
い
。
け
だ
し
分
散
の
語
が
示
す
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

に
、
そ
れ
は
債
務
者
の
財
産
を
多
数
債
権
者
に
分
ち
散
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
多
数
債
権
者
の
競
合
を
前
提
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
O
）

債
務
者
の
総
財
産
を
も
っ
て
そ
の
債
務
を
完
済
で
き
な
い
場
合
に
、
債
権
者
の
同
意
の
も
と
、
債
務
者
の
申
立
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

の
手
続
に
お
い
て
裁
判
機
関
（
町
村
役
人
）
は
分
散
の
許
可
を
与
え
る
の
み
で
、
原
則
と
し
て
そ
れ
に
関
与
し
な
か
っ
た
。
分
散
が
開
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

さ
れ
る
と
、
債
務
者
の
財
産
は
原
則
と
し
て
入
札
に
よ
っ
て
換
価
さ
れ
、
裁
判
機
関
立
会
の
も
と
分
散
割
帳
ま
た
は
分
散
配
当
表
を
作
成

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
二
V

し
、
多
数
債
権
者
の
債
権
額
に
比
例
し
て
分
配
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
（
債
権
者
平
等
分
配
の
原
則
）
。
こ
の
よ
う
に
分
散
は
、
そ
の

大
要
に
お
い
て
現
在
の
破
産
手
続
に
か
な
り
近
い
手
続
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
「
身
代
限
」
お
よ
び
「
分
散
」
の
手
続
は
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
内
容
に
お
い
て
破
産
制
度
と
し
て
ど
の
よ

う
な
面
で
近
代
的
で
あ
り
、
ま
た
は
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
次
に
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
三
）
　
細
川
・
前
掲
日
本
法
学
四
巻
九
号
二
〇
頁
以
下
。

　
（
四
）
　
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
四
三
巻
五
号
二
六
二
頁
以
下
参
照
。

　
（
五
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
細
川
・
前
掲
日
本
法
学
四
巻
九
号
、
小
早
川
・
前
掲
法
学
論
叢
四
三
巻
五
号
、
同
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分

　
　
　
散
続
考
」
法
学
論
叢
四
四
巻
一
・
二
・
四
号
参
照
。

　
（
六
）
　
こ
の
点
で
身
代
限
が
分
散
と
混
同
さ
れ
た
原
因
が
あ
る
と
小
早
川
博
士
は
指
摘
さ
れ
る
（
前
掲
法
学
論
叢
四
三
巻
五
号
二
六
六
頁
）
。

　
（
七
）
　
例
外
的
に
債
権
者
の
複
数
の
場
合
も
存
在
し
た
。
小
早
川
・
前
掲
四
三
巻
五
号
二
六
四
頁
参
照
。

　
（
八
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
三
巻
五
号
二
六
三
、
二
六
四
頁
。

　
（
九
）
　
細
川
・
前
掲
日
本
法
学
四
巻
九
号
三
〇
頁
。

　
（
一
〇
）
　
同
意
し
な
い
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
伺
意
せ
る
債
権
者
の
み
で
分
散
の
手
続
を
行
な
っ
た
（
細
川
・
前
掲
三
〇
頁
、
小
早
川
・
前
掲
四
四

　
　
　
巻
四
号
六
三
〇
頁
参
照
）
。

　
（
一
一
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
二
五
頁
以
下
。

　
（
一
二
）
　
細
川
・
前
掲
三
一
頁
、
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
三
二
頁
。

　
（
【
三
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
『
二
、
六
三
二
頁
。
な
お
売
得
金
は
．
ま
づ
貢
租
未
納
額
を
、
つ
い
で
担
保
権
者
に
、
最
後
に
『
般
債
権
者



　
　
　
に
分
配
さ
れ
た
（
小
早
川
・
前
掲
六
三
二
頁
、
六
三
三
頁
参
照
）
。

三
　
　
「
身
代
限
」
お
よ
び
「
分
散
」
は
、
そ
の
手
続
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
完
備
し
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
時

代
の
背
景
か
ら
し
て
、
そ
の
制
度
の
実
質
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
基
礎
に
お
け
る
前
近
代
的
“
封
建
的
性
格
を
み
の
が
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
主
な
点
を
指
摘
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
身
代
限
に
お
い
て
も
、
分
散
に
お
い
て
も
そ
の
申
付
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
債
務
者
が
町
人
、
百
姓
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
武
士
・
寺
社
階
級
に
属
す
る
者
（
さ
ら
に
能
役
者
、
由
緒
あ
る
町
人
百
姓
、
御
用
達
町
人
）
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

い
て
は
原
則
と
し
て
身
代
限
を
申
付
け
ら
れ
な
い
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
分
散
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

こ
の
点
で
身
代
限
お
よ
び
分
散
の
身
分
的
性
格
を
否
定
で
き
な
い
。

　
つ
い
で
、
身
代
限
お
よ
び
分
散
の
身
分
上
の
効
果
で
あ
る
。
こ
の
当
時
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
破
産
を
犯
罪
視
し
た
と
い

え
る
。
し
た
が
っ
て
破
産
者
は
、
栄
誉
権
の
剥
奪
、
公
的
生
活
上
の
不
利
益
を
う
け
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
戸
籍
上
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
、
一
八
）

裁
も
う
け
、
ま
た
日
常
生
活
上
に
お
い
て
も
か
な
り
き
び
し
い
差
別
的
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
も
そ
の
時
代
の
制
度
と
し
て
当

然
有
し
た
前
近
代
的
性
格
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
そ
の
基
礎
に
お
い
て
は
当
然
の
前
近
代
的
n
封
建
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
続
と
い
う
面
か
ら
み

る
な
ら
ば
、
個
別
的
に
し
ろ
、
か
な
り
の
近
代
的
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
次
の
よ
う
な
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

　
ま
ず
身
代
限
に
つ
い
て
い
え
ば
、
目
限
済
方
な
い
し
は
切
金
な
ど
の
支
払
猶
予
手
続
を
み
と
め
て
い
た
こ
と
、
そ
の
執
行
の
対
象
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

財
産
は
原
則
と
し
て
債
務
者
の
そ
れ
に
限
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
身
代
限
に
よ
っ
て
完
済
さ
れ
な
か
っ
た
残
額
債
務
に
つ
い
て
は
債
務
者

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

が
将
来
取
得
す
る
財
産
に
対
し
完
済
さ
れ
る
ま
で
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
（
非
免
責
主
義
）
、
し
か
し
債
務
者
が
弁
済
能
力
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

ま
で
そ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
限
り
で
近
代
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
つ
い
で
分
散
に
つ
い
て
い
え
ば
、
分
散
に
よ
り
配
当
を
う
け
た
債
権
者
は
、
た
と
え
そ
れ
に
よ
っ
て
完
済
を
う
け
ず
残
額
債
権
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

る
場
合
で
あ
っ
て
も
爾
後
そ
れ
を
追
求
で
き
な
い
と
し
免
責
主
義
を
と
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
歳
賦
手
形
と
い
う
破
産
予
防
の
和
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

類
似
し
た
手
続
を
有
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
近
代
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
徳
川
期
に
お
け
る
身
代
限
お
よ
び
分
散
の
制
度
は
、
そ
の
う
ち
に
は
個
別
的
に
近
代
的
な
内
容
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の

基
礎
に
お
い
て
は
前
近
代
的
H
封
建
的
性
格
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
が
国
が
明
治
維
新
に
お
い
て
近
代
国

家
へ
と
そ
の
過
程
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
こ
の
制
度
も
、
そ
の
基
礎
に
お
け
る
前
近
代
的
“
身
分
的
性
格
か
ら
の
脱
却
を
中
心
と
し
て
、

近
代
的
な
破
産
制
度
へ
と
、
近
代
化
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

（（（（（
八七六五四
）））））

小
早
川
・
前
掲
四
三
巻
五
号
二
六
九
頁
以
下
、
四
四
巻
一
号
一
五
C
頁
以
下
参
照
。

小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
二
〇
頁
参
照
。

小
早
川
・
前
掲
四
三
巻
五
号
二
七
四
頁
参
照
。

小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
二
号
三
二
八
頁
以
下
、
四
四
巻
四
号
六
三
九
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
分
散
者
に
は
復
権
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、

　
頁
参
照
。

（
｝
九
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
一
号
一
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
二
〇
）
　
例
え
ぱ
妻
の
財
産
は
身
代
限
よ
り
除
か
れ
て
い
た
（
小
早
川
・
前
掲
四
三
巻
五
号
二
八
一
頁
参
照
）
。

小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
四
四

こ
れ
に
対
し
て
細
川
・
前
掲
二
五
頁



　
参
照
。

（
一
二
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
二
号
三
二
五
頁
。

（
二
二
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
二
号
三
二
七
頁
。

（
二
三
）
　
と
く
に
幕
末
に
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
三
六
頁
。

　
　
三
郎
「
破
産
法
発
展
史
」
法
学
論
叢
三
七
巻
二
号
二
〇
八
頁
参
照
。

（
二
四
）
　
小
早
川
・
前
掲
四
四
巻
四
号
六
四
四
頁
以
下
、
細
川
・
前
掲
＝
二
頁
参
照
。

な
お
、
こ
れ
に
反
す
る
見
解
も
あ
る
。
斉
藤
常

三
　
明
治
維
新
後
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
化

　
e
　
第
一
期
1
「
華
士
族
平
民
身
代
限
規
則
」
制
定
を
中
心
と
し
て

一
　
明
治
維
新
前
、
徳
川
期
に
お
い
て
は
、
徳
川
幕
府
法
（
頒
灘
眼
盟
工
勧
条
）
お
よ
び
民
間
の
慣
習
法
を
通
じ
て
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
「
身

代
限
」
お
よ
び
「
分
散
」
の
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
。
明
治
初
期
に
お
い
て
は
、
破
産
制
度
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
民
間
各
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

の
慣
習
法
が
重
要
な
法
源
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
明
治
維
新
後
、
わ
が
国
が
近
代
国
家
と
し
て
そ
の
実
を
備
え
ん
が
た
め
に
は
、
他
の

法
制
度
と
同
じ
よ
う
に
、
破
産
制
度
に
お
い
て
も
ま
ず
統
一
的
な
そ
れ
の
確
立
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
直
ち
に
統
一
的

な
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
各
地
の
慣
習
法
を
基
礎
的
な
法
源
と
し
て
、
個
々
の
法
令
の
発
布
を
中
心

と
し
な
が
ら
、
そ
の
積
か
さ
ね
に
よ
っ
て
統
一
的
な
も
の
へ
と
志
向
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
破
産
制
度
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
ま
さ
に

こ
の
時
期
は
、
破
産
制
度
の
近
代
化
の
第
一
過
程
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

　
（
一
）
　
細
川
亀
市
「
明
治
前
期
の
破
産
法
」
法
学
志
林
三
八
巻
九
号
六
八
頁
以
下
参
照
。

二
　
こ
の
時
期
に
お
い
て
破
産
制
度
の
中
心
と
な
っ
た
法
令
は
、
明
治
五
年
の
、
い
わ
ゆ
る
「
華
士
族
平
民
身
代
限
規
則
」
で
あ
る
。
し

か
し
て
そ
れ
よ
り
前
に
、
　
　
条
約
改
正
な
ど
そ
の
他
の
事
情
は
と
も
か
く
と
し
て
ー
と
く
に
破
産
制
度
に
つ
き
そ
の
統
一
化
を
要
請

し
、
外
国
法
の
参
照
を
促
し
た
も
の
は
、
そ
の
頃
よ
う
や
く
ひ
ん
ぱ
ん
に
な
っ
た
外
国
人
と
の
取
引
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
内
外
国
人

の
債
権
債
務
の
決
済
と
い
う
こ
と
で
破
産
を
し
ば
し
ば
問
題
と
し
て
登
場
せ
し
め
る
。
だ
が
そ
れ
を
従
来
の
法
源
で
も
っ
て
は
十
分
に
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

理
し
え
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
明
治
政
府
は
、
明
治
二
年
七
月
四
目
、
外
国
公
使
へ
次
の
よ
う
な
達
を
発
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
く
だ
い

て
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
　
「
わ
が
国
の
商
人
が
外
国
人
よ
り
借
財
を
し
、
弁
済
で
き
な
い
で
身
代
分
散
と
な
っ
た
場
合
、
分
散
金
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

て
わ
が
国
の
法
の
み
で
取
扱
う
の
も
不
都
合
で
あ
る
か
ら
、
各
国
の
取
扱
方
を
も
斜
酌
し
、
債
権
者
は
外
国
人
・
内
国
人
の
差
別
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

別
除
権
者
を
除
き
そ
の
他
の
債
権
者
に
は
そ
の
債
権
額
の
割
合
に
応
じ
て
分
散
者
の
財
産
の
売
却
金
を
分
配
す
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
徳
川
期
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
外
国
法
を
参
酌
し
つ
つ
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
は
い

え
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
破
産
制
度
の
近
代
化
に
お
い
て
諸
外
国
法
が
大
い
に
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
非
常
な
影
響
を
も

っ
た
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
二
）
　
こ
れ
は
神
奈
川
県
あ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
れ
ず
外
国
人
関
係
の
場
所
へ
す
べ
て
通
達
さ
れ
た
込
の
で
あ
る
（
細
川
．

　
　
　
前
掲
法
学
志
林
三
八
巻
一
二
号
六
四
頁
）
。

　
（
三
）
　
現
行
類
聚
法
規
第
五
巻
一
〇
二
九
頁
参
照
。

　
（
四
）
　
細
川
・
前
掲
法
学
志
林
三
入
巻
｝
二
号
六
四
頁
。



三
　
し
か
し
て
破
産
制
度
の
近
代
化
（
こ
こ
で
は
統
一
化
）
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
は
、
そ
の
最
初
の
法
令
た

る
、
前
に
ふ
れ
た
明
治
五
年
六
月
≡
二
目
太
政
官
布
告
第
一
八
七
号
の
「
華
士
族
平
民
身
代
限
規
則
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
身
代
限
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

る
差
押
禁
止
物
お
よ
び
入
札
払
の
方
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
訴
訟
法
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
強
制

執
行
法
の
性
質
を
も
つ
と
も
い
え
る
が
、
同
日
の
太
政
官
布
告
第
一
八
八
号
「
身
代
限
掲
示
規
則
」
に
よ
っ
て
債
権
者
の
申
出
を
許
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
、
九
）

配
当
を
み
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
時
に
破
産
法
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
法
を
模
範
と
し
て
、
差
押
禁

止
物
を
明
確
に
定
め
た
こ
と
は
、
破
産
制
度
の
近
代
化
へ
の
一
歩
前
進
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
面
で
と
く
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
身
代
限
規
則
が
華
士
族
平
民
の
そ
れ
と
し
て
徳
川
期
に
お
け
る
身
代
限
お
よ
び
分
散
の
身
分
的
性
格
を
排
除
し
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
明
治
政
府
の
四
民
平
等
の
か
け
ご
え
の
も
と
当
然
と
も
い
え
よ
う
が
、
従
来
の
考
え
方
か
ら
し
て
華
士
族
平
民
を
す
べ
て

破
産
制
度
の
わ
く
内
に
と
り
こ
ん
だ
こ
と
は
、
ま
さ
に
近
代
化
へ
の
出
発
点
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
五
）
　
現
行
訴
訟
大
成
民
事
之
部
四
二
五
頁
。

（
六
）
　
細
川
・
前
掲
三
八
巻
二
一
号
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
七
）
　
明
治
六
年
五
月
三
〇
日
、
明
治
七
年
七
月
三
日
改
正
」
現
行
類
聚
法
規
六
巻
二
〇
九
頁
参
照
。

（
八
）
　
細
川
・
前
掲
三
八
巻
一
二
号
六
八
頁
註
二
参
照
。

（
九
）
　
幕
末
の
民
間
の
慣
習
法
で
は
強
制
執
行
と
破
産
が
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
、
　
［
般
に
「
身
代
分
散
」

　
　
初
期
に
お
け
る
政
府
の
い
う
「
身
代
限
」
は
徳
川
期
に
お
け
る
身
代
限
と
こ
と
な
っ
て
、
　
「
分
散
」

　
　
わ
れ
る
（
細
川
・
前
掲
三
八
巻
九
号
六
八
頁
）
。

破
産
制
度
σ
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響

と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
な
お
明
治

す
な
わ
ち
破
産
の
こ
と
を
さ
し
て
い
た
と
い

一
〇
一



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

四
　
そ
の
後
、
以
上
の
「
華
士
族
平
民
身
代
限
規
則
」
を
基
礎
と
し
て
個
々
の
法
令
の
発
布
を
通
じ
て
、
破
産
制
度
の
統
一
化
が
進
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
の
多
く
は
、
外
国
法
と
く
に
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
し
、
わ
が
国
の
従
来
の
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

産
制
度
に
修
正
を
加
え
、
そ
の
統
一
化
を
進
め
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
個
々
の
法
令
の
積
か
さ
ね
は
破
産
制
度
近
代
化
の
第
一

過
程
、
す
な
わ
ち
統
一
化
の
要
請
を
早
急
に
果
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
個
々
の
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
近
代
化

を
促
進
し
た
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
後
退
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
留
意
し

な
が
ら
、
主
な
る
法
令
を
眺
め
て
み
よ
う
。

　
「
華
士
族
平
民
身
代
限
規
則
」
に
つ
づ
い
て
、
明
治
五
年
九
月
一
三
日
に
太
政
官
布
告
第
九
号
と
し
て
「
聴
訟
上
目
切
済
方
廃
止
規

則
」
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
れ
は
徳
川
期
に
お
け
る
身
代
限
の
制
度
を
根
本
的
に
改
正
し
、
い
わ
ゆ
る
「
目
切
済
方
」
の
制
度
ー
現
在
に

お
け
る
強
制
和
議
に
該
当
す
る
ー
を
廃
止
し
、
訴
訟
に
お
い
て
敗
訴
し
た
債
務
者
は
直
ち
に
そ
の
債
務
を
弁
済
し
な
い
か
ぎ
り
身
代
限

処
分
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
債
務
者
の
保
護
を
そ
の
内
容
に
も
ち
こ
む
こ
と
が
破
産
制
度
の
近
代
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

一
つ
と
み
る
な
ら
ば
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
同
年
九
月
一
八
目
太
政
官
布
告
第
二
七
五
号
「
父
兄
ト
同
居
別
居
ノ
子
弟
身
代
限
規
則
」
が
発
布
さ
れ
、
身
代
限
の
効
力
は
、

そ
の
者
の
父
兄
の
財
産
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
定
め
た
。
こ
れ
は
す
で
に
徳
川
期
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
た
原
則
を
確
認
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

あ
る
が
、
確
認
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
近
代
化
へ
の
方
向
を
示
す
も
の
と
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
そ
の
後
、
身
代
限
に
付
せ
ら
れ
た
者
の
他
人
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
取
扱
を
定
め
た
明
治
五
年
一
一
月
二
七
日
司
法
省
達
第
四
〇
号

（
明
治
七
年
九
月
四
日
改
正
）
、
身
代
限
の
範
囲
を
僧
侶
に
拡
張
し
た
明
治
六
年
三
囑
五
目
太
政
官
布
告
第
八
八
号
の
「
僧
侶
身
代
限
規



則
」
、
身
代
限
に
お
け
る
期
限
未
到
来
債
権
の
取
扱
を
定
め
た
明
治
六
年
七
月
一
七
日
太
政
官
布
告
第
二
五
二
号
、
明
治
六
年
二
一
月
二

五
日
太
政
官
布
告
第
四
二
二
号
の
「
租
税
不
納
者
身
代
限
処
分
規
則
」
、
債
務
者
失
踪
の
場
合
に
お
け
る
権
利
保
全
の
方
法
を
定
め
た
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

治
八
年
一
月
二
〇
日
太
政
官
布
告
第
六
号
、
明
治
八
年
四
月
一
〇
日
太
政
官
布
告
「
身
代
限
財
産
中
質
入
書
入
地
所
処
分
規
則
」
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

太
政
官
布
告
、
司
法
省
達
を
通
じ
、
あ
る
い
は
裁
判
所
か
ら
の
伺
を
通
じ
て
そ
の
積
か
さ
ね
に
よ
っ
て
、
と
も
か
く
も
不
完
全
な
が
ら
明

　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

治
一
〇
年
代
に
お
い
て
破
産
制
度
の
統
一
化
が
達
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
q

　
（
一
〇
）
　
細
川
・
前
掲
法
学
志
林
三
八
巻
一
二
号
六
二
、
六
三
頁
。

　
（
二
）
　
こ
れ
は
、
身
代
限
を
純
然
た
る
強
制
執
行
の
手
続
と
み
る
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
よ
う
が
、
こ
の
身
代
限
処
分
は
債
務
者
の
総
財
産

　
　
　
を
対
象
と
し
、
破
産
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
今
ま
で
よ
り
債
権
者
の
保
護
を
強
化
し
た
反
面
債
務
者
の
保
護
を
弱
化
し
た
点
で

　
　
　
は
、
徳
川
期
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
的
要
素
を
失
わ
し
め
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
細
川
・
前
掲
七
〇
頁
参
照
。

　
（
二
一
）
　
原
則
と
し
て
は
確
立
し
て
い
た
が
、
し
か
し
実
際
に
は
反
対
の
事
実
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
確
認
し
た
。
だ
が
明
治
一
六
年
前
後
に

　
　
　
は
再
び
反
対
に
解
釈
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
細
川
・
前
掲
七
一
、
七
二
頁
参
照
。

　
（
二
二
）
　
こ
の
ほ
か
、
身
代
限
に
関
し
て
と
く
に
注
意
す
べ
き
も
の
に
明
治
八
年
六
月
八
日
太
政
官
布
告
『
〇
二
号
「
金
穀
貸
借
請
人
証
人
弁
償
規

　
　
　
則
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
昭
和
六
年
六
月
八
日
太
政
官
布
告
第
一
九
五
号
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
負
債
返
還
義
務
は

　
　
　
本
人
、
、
証
人
、
請
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
子
子
孫
々
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
定
め
、
非
免
責
主
義
を
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
破

　
　
　
産
制
度
の
近
代
化
と
い
う
方
向
で
は
、
逆
に
向
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
四
）
　
そ
れ
ら
の
、
お
お
よ
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
細
川
・
前
掲
六
五
－
八
八
頁
参
照
。
な
お
現
行
訴
訟
大
成
民
事
之
部
四
二
四
頁
－
四
六
三
爵

　
　
　
参
照
。

　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

　
（
一
五
）
　
細
川
・
前
掲
入
八
頁
。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
破
産
制
度
の
近
代
化
の
形
式
面
と
も
い
え
る
、
そ
の
統
一
化
の
要
請
を
個
々
の
法
令
の
集
積

を
通
じ
て
み
た
し
な
が
ら
、
そ
の
実
質
面
に
お
い
て
も
よ
り
近
代
的
な
も
の
へ
と
志
向
し
て
い
っ
た
過
程
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま

た
わ
が
国
最
初
の
統
一
的
破
産
法
典
た
る
明
治
≡
二
年
の
商
法
第
三
編
「
破
産
」
を
う
み
だ
す
た
め
の
胎
動
期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
口
　
第
二
期
i
「
旧
商
法
破
産
編
・
家
資
分
散
法
」
制
定
を
中
心
と
し
て

一
　
破
産
法
は
会
社
法
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
が
故
に
、
そ
の
制
定
の
必
要
は
会
社
法
と
と
も
に
生
ず
る
。
明
治
一
四
年
明
治
政
府
は

商
法
典
編
纂
の
た
め
、
ド
イ
ッ
人
「
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
エ
ス
レ
ル
（
頃
霞
β
㊤
暮
菊
o
亀
巽
）
」
に
そ
の
立
案
を
委
嘱
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

破
産
法
編
纂
へ
の
努
力
が
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
い
く
た
の
迂
余
曲
折
を
へ
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
、
明
治
一
七
年
に
作
成

さ
れ
た
ロ
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
を
土
台
と
し
、
明
治
≡
二
年
の
商
法
第
三
編
「
破
産
」
　
（
旧
商
法
破
産
編
と
略
称
す
る
）
と
し
て
結
実

し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
ロ
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
は
、
ま
っ
た
く
の
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
の
や
き
な
お
し
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
旧
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

法
破
産
編
も
そ
の
枠
か
ら
一
歩
も
で
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
当
時
わ
が
国
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
も
の
の
、
ド

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
三
）

イ
ッ
人
た
る
ロ
エ
ス
レ
ル
が
、
破
産
法
に
つ
い
て
そ
の
こ
ろ
の
最
新
の
近
代
的
立
法
で
あ
る
ド
イ
ッ
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の

そ
れ
を
参
酌
し
な
い
で
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
古
い
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
を
模
範
と
し
た
か
は
、
わ
が
国
の
破
産
制
度
の
近
代
化
、
ひ

い
て
は
目
本
社
会
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
の
ロ
エ
ス
レ
ル
の
理
由
を
そ
の
商
法
草
案
か
ら
抜
き
だ
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
諸
国
法
律
ノ
新
タ
ナ
ル
モ
ノ
即
チ
千
八
百
六
十
九
年
ノ
英
国
法
律
千
八
百
七
十
七
年
ノ
独
逸
法
律
及
千
八
百
六
十
七
年
ノ
北
米
合
衆
国
法
律
二
於



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
テ
ハ
倒
産
ノ
法
律
上
ノ
性
質
ヲ
シ
テ
大
二
寛
弱
ナ
ラ
シ
メ
以
テ
倒
産
者
ノ
為
メ
ニ
図
レ
リ
…
…
右
二
掲
ク
ル
諸
法
律
二
依
レ
ハ
倒
産
処
分
ハ
裁
判
所
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
　

　
監
督
ヲ
以
テ
行
フ
所
ノ
決
算
処
分
タ
ル
ニ
過
キ
ス
…
…
而
シ
テ
倒
産
者
ノ
身
二
係
ル
不
利
ノ
結
果
ハ
倒
産
申
渡
二
於
テ
一
モ
之
ヲ
加
フ
ル
■
ナ
ク
又
其

　
財
産
二
在
テ
モ
其
時
存
在
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
之
ヲ
処
分
ス
由
是
観
之
倒
産
処
分
ハ
解
散
シ
タ
ル
商
業
会
社
ノ
決
算
ト
殆
ン
ト
運
魔
ナ
ク
其
財
産
ヲ
浪
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ

　
シ
或
ハ
巧
二
之
ヲ
転
匿
ス
ル
者
二
一
モ
損
害
ア
ル
「
ナ
シ
然
レ
モ
昆
レ
公
然
ノ
徳
義
二
戻
ツ
経
済
上
ノ
利
益
ト
掘
強
ナ
ル
司
法
原
則
ト
ニ
背
馳
ス
ル
者

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ニ
シ
テ
支
払
不
能
力
ヲ
シ
テ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
軽
忽
詐
偽
ノ
倒
産
ヲ
誘
起
ス
ル
等
取
引
上
ノ
徳
義
ヲ
棊
ル
ニ
至
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
忽
諸
二
付
ス
ヘ
カ
ラ

　
ス
英
国
及
独
逸
二
於
テ
ハ
新
倒
産
ノ
発
行
以
来
其
有
害
ナ
ル
結
果
ア
ル
ヲ
鳴
ラ
シ
倒
産
者
二
対
シ
テ
其
法
律
ヲ
厳
ニ
セ
ン
■
ヲ
望
ム
故
二
本
案
ハ
右
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
新
法
律
二
依
ラ
ス
厳
正
ニ
シ
テ
論
理
上
其
当
ヲ
得
タ
ル
旧
法
ヲ
採
ル
此
旧
法
主
義
ハ
仏
国
商
法
第
三
篇
（
千
八
百
計
八
年
五
月
廿
八
日
改
正
）
二
於
テ

　
用
ユ
ル
所
」
（
傍
点
筆
者
）

（
四
）

と
し
、
さ
ら
に

　
　
　
「
此
等
（
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
国
々
1
筆
者
註
）
ノ
法
律
二
因
レ
ハ
倒
産
処
分
ハ
主
ト
シ
テ
裁
判
処
分
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
…
…
其
ノ
裁
判
処
分
タ
ル
独

　
リ
現
在
ノ
財
産
ヲ
迅
速
二
諸
債
主
ノ
間
二
配
分
ス
ル
為
メ
ニ
止
マ
ラ
ス
抑
モ
倒
産
二
於
ケ
ル
法
律
上
ノ
結
果
ヲ
決
行
シ
殊
二
倒
産
者
ト
債
主
ト
ノ
間
二

　
法
律
ト
徳
義
ト
ニ
戻
ル
如
キ
協
議
ヲ
為
ス
■
ヲ
妨
ク
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
…
…
又
倒
産
申
渡
ノ
効
力
ハ
独
リ
倒
産
開
始
ノ
時
二
存
在
ス
ル
財
産
二
渉
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ニ
止
マ
ラ
ス
其
後
倒
産
ノ
所
得
ス
ル
財
産
ニ
モ
及
ホ
シ
之
レ
ヲ
シ
テ
財
産
処
分
権
ヲ
失
ナ
ハ
シ
メ
独
立
営
業
ノ
権
利
其
他
其
身
二
付
着
ス
ル
政
治
上
ノ

　
コ
　
　
ヤ
　
　
の
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
め

　
性
質
ア
ル
権
利
ヲ
奪
フ
」
（
傍
点
筆
者
）

　
　
　
　
（
五
）

と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
ロ
エ
ス
レ
ル
は
商
法
草
案
の
基
礎
と
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
商
法
破
産
編
を
参
酌
し
た
。
こ
の
考
え
方
の
そ
こ
に

は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ッ
の
新
し
い
破
産
法
が
意
図
し
て
い
る
破
産
制
度
近
代
化
へ
の
方
向
と
は
か
な
り
反
す
る
も
の
が
あ

　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

る
。
け
だ
し
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
破
産
制
度
を
債
務
者
の
財
産
整
理
の
制
度
と
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
反
搬
を
示
し
、
し
た
が
っ
て
破

産
が
道
徳
上
批
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
、
破
産
者
を
徴
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
の
思
想
を
脱
し
切
れ
な
い
で
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
破
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

制
度
を
債
権
者
の
利
益
の
側
面
か
ら
の
み
考
え
、
債
務
者
の
保
護
更
正
と
い
う
面
を
考
慮
の
外
に
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
志
田
鉾
太
郎
・
日
本
商
法
典
の
編
纂
と
其
改
正
二
五
頁
以
下
、
斉
藤
常
三
郎
・
日
本
破
産
法
三
七
頁
。

　
（
二
）
　
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
志
田
・
前
掲
書
二
六
頁
以
下
参
照
。

　
（
三
）
　
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
冒
エ
ス
レ
ル
が
商
法
草
案
の
起
草
者
に
え
ら
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ソ

　
　
　
ス
人
と
し
て
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
以
外
に
適
当
な
人
が
い
な
か
っ
た
ほ
か
、
商
法
の
よ
う
な
も
の
は
最
新
式
の
法
律
を
模
範
と
し
て
起
草
す
る
こ
と

　
　
　
が
必
要
で
あ
る
と
み
と
め
、
フ
ラ
ン
ス
法
よ
り
は
る
か
後
に
編
纂
さ
れ
た
、
最
も
新
し
い
ド
イ
ツ
法
を
模
範
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る

　
　
　
（
志
田
・
前
掲
書
七
頁
）
。

　
（
四
）
　
ロ
エ
ス
レ
ル
・
商
法
草
案
八
二
四
、
八
二
五
頁
。

　
（
五
）
　
冒
エ
ス
レ
ル
・
商
法
草
案
八
二
五
、
八
二
六
頁
。

　
（
六
）
　
ま
た
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
に
し
た
が
っ
て
商
人
破
産
主
義
を
と
る
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
「
法
律
上
ノ
倒
産
ハ
商
人
二
限
ル
敷
将
タ
区
別
ナ
ク
諸
人
二
及
ホ
ス
敷
ト
云
フ
ニ
在
リ
本
案
ハ
仏
蘭
西
…
…
ノ
諸
法
律
ト
同
ジ
ク
前
者
ヲ
採
ル
…

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
　
…
此
区
別
ハ
倒
産
ノ
沿
革
上
並
二
性
質
上
ヨ
リ
当
二
然
ル
ヘ
キ
所
ニ
シ
テ
之
ヲ
除
去
ス
ル
ハ
理
由
ナ
キ
ナ
リ
…
…
殊
二
債
ノ
利
用
タ
ル
商
業
上
一

　
　
　
般
二
欠
ク
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
錐
モ
非
商
人
間
ノ
交
通
二
於
テ
ハ
偶
然
且
個
々
二
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
（
傍
点
筆
者
）
と
し
て
い
る
。

　
（
七
）
　
一
序
註
（
二
）
参
照
。

二
　
こ
の
よ
う
な
ロ
エ
ス
レ
ル
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
を
模
範
と
し
て
そ
の
商
法
草
案
が
作
成
さ
れ
、



そ
し
て
そ
れ
を
土
台
と
す
る
旧
商
法
破
産
編
が
、
明
治
二
三
年
四
月
二
六
日
法
律
第
三
二
号
で
公
布
さ
れ
、
同
二
六
年
三
月
四
日
若
干
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

正
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
は
わ
が
国
の
従
来
か
ら
す
れ
ば
近
代
的
立
法
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
当
時
の
諸
外
国
の
破
産
法
（
と
く
に
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
）
、
な
い
し
は
破
産
制
度
の
近
代
化
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

う
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
古
き
も
の
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
商
人
破
産
主
義
を
と
っ
て
い
る
（
第
九
七
八
条
）
。
そ
れ
は
膨
張
主
義

を
と
っ
て
い
る
（
第
九
八
五
条
、
一
〇
〇
〇
条
、
一
〇
〇
七
条
な
ど
）
。
そ
れ
は
非
免
責
主
義
を
と
っ
て
い
る
（
第
一
〇
四
九
条
）
。
さ
ら

に
そ
れ
は
徴
戒
主
義
を
と
っ
て
い
る
（
第
一
〇
五
四
条
）
。

　
旧
商
法
破
産
編
は
、
た
し
か
に
法
典
編
纂
に
よ
る
破
産
制
度
の
統
一
化
と
い
う
、
そ
の
近
代
化
の
形
式
的
側
面
を
完
全
に
果
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
内
容
の
非
近
代
的
要
素
は
、
破
産
制
度
の
実
質
的
側
面
に
お
け
る
近
代
化
と
い
う
点
か
ら
み
る

な
ら
ば
、
決
し
て
そ
れ
を
進
め
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
徳
川
期
に
お
け
る
身
代
限
・
分
散

の
制
度
と
く
ら
べ
る
と
き
、
後
者
の
も
つ
近
代
的
内
容
を
減
殺
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
け
だ
し
身
代
限
・
分
散
の
制
度
は
、

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
身
分
的
性
格
あ
る
い
は
身
上
の
効
果
と
い
う
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
前
近
代
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

を
別
と
し
て
そ
の
手
続
の
内
容
の
面
に
お
い
て
は
か
な
り
の
近
代
的
な
も
の
を
備
え
て
い
た
と
い
え
る
。
と
く
に
分
散
の
制
度
に
お
い
て

は
、
免
責
主
義
を
と
り
、
一
般
破
産
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
債
務
者
の
保
護
な
い
し
は
破
産
制
度
の
債
務
者
の
財
産
整
理
制
度
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

把
握
と
い
う
面
で
は
、
か
な
り
の
考
慮
が
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
旧
商
法
破
産
編
は
商
人
破
産
主
義
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
商
人
で
な
い
者
の
破
産
に
つ
い
て
の
処
置
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ

で
そ
の
制
定
と
と
も
に
家
資
分
散
法
が
制
定
さ
れ
た
（
明
治
壬
二
年
八
月
二
一
目
法
律
第
六
九
号
公
布
）
。
こ
れ
は
個
別
執
行
の
延
長
と

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
）

し
て
の
手
続
で
あ
り
、
多
数
債
権
者
の
競
合
を
前
提
せ
ず
、
職
権
ま
た
は
申
立
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
点
で
、
従
来
の
身
代
限
の
手
続
に
該

当
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
（
八
）
　
商
法
典
の
う
ち
、
会
社
、
手
形
の
部
分
と
と
も
に
施
行
さ
れ
た
。

　
（
九
）
　
・
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
、
施
行
当
時
の
旧
商
法
破
産
編
は
商
行
為
破
産
主
義
を
と
っ
て
い
た
が
、
他
に
そ
の
よ
う
な
立
法
例
が
な
く
、
不
都

　
　
　
合
も
多
い
こ
と
か
ら
、
明
治
三
二
年
三
月
九
目
の
商
法
施
行
法
（
第
一
三
八
条
）
に
お
い
て
商
人
破
産
主
義
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
（
加
藤
正
治

　
　
　
　
「
破
産
法
の
沿
革
」
破
産
法
研
究
第
一
巻
八
O
頁
）
。

　
（
［
○
）
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
散
の
制
度
を
支
え
て
い
た
、
徳
川
期
に
お
け
る
破
産
制
度
に
対
す
る
考
え
方
は
、
旧
商
法
破
産
編
な
い
し
は

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
を
支
え
る
考
え
方
ー
ロ
エ
ス
レ
ル
の
考
え
方
よ
り
も
、
は
る
か
近
代
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
だ
す
れ
ば
、
前

　
　
　
者
の
意
識
を
後
者
の
制
度
が
減
殺
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
一
一
）
　
加
藤
正
治
・
破
産
法
講
義
五
七
九
頁
以
下
、
細
川
・
前
掲
法
学
志
林
三
八
巻
一
二
号
九
二
頁
以
下
参
照
。

三
　
こ
の
よ
う
に
旧
商
法
破
産
編
お
よ
び
家
資
分
散
法
の
制
定
に
よ
り
、
と
も
か
く
も
統
一
的
な
破
産
制
度
が
確
立
し
た
。
し
か
し
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

ら
に
対
し
て
そ
の
当
時
か
ら
な
ん
ら
か
の
批
判
的
意
識
が
存
在
し
て
い
た
し
、
実
際
上
の
不
便
も
生
じ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
か
が
げ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

　
ま
ず
そ
の
批
判
の
中
心
は
商
人
破
産
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。
け
だ
し
商
人
破
産
主
義
は
、
中
世
と
く
に
商
人
階
級
が
特
殊
団
体
と
し

て
一
般
の
農
民
階
級
な
ど
と
非
常
に
は
な
れ
た
社
会
関
係
ま
た
は
取
引
関
係
上
の
地
位
に
あ
っ
た
時
代
の
産
物
で
あ
っ
て
、
現
在
で
は
商

人
と
非
商
人
と
が
取
引
上
の
法
律
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
は
な
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
在
に
お
い
て
破
産
手
続
は
商

人
に
の
み
特
殊
な
も
の
で
な
く
、
商
人
・
非
商
人
に
対
し
て
そ
の
者
が
債
務
者
で
あ
る
か
ぎ
り
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
世
界



の
大
勢
を
み
て
も
わ
か
る
。
商
人
破
産
主
義
を
と
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
み
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
は
一
八
〇
七
年
に
成
立
し
、

破
産
編
は
一
八
三
八
年
に
大
改
正
を
う
け
た
け
れ
ど
も
約
一
世
紀
前
の
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
現
行
法
（
旧
商
法
破
産
編
）
は
商
人
破

産
主
義
を
と
る
が
、
こ
れ
は
旧
時
代
の
も
の
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
商
法
を
模
範
と
し
た
も
の
で
、
た
ん
に
沿
革
的
思
想
に
よ
っ
て
旧
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

も
の
を
と
る
べ
き
で
な
く
、
逆
に
沿
革
的
に
み
れ
ば
一
般
破
産
主
義
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
。

　
つ
い
で
膨
張
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。
膨
張
主
義
は
破
産
財
団
を
増
加
さ
せ
、
債
権
者
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
弁
済
を
与
え
る
こ
と
、

債
務
者
が
新
た
に
取
得
し
た
財
産
の
浪
費
ま
た
は
隠
匿
を
防
ぎ
、
か
さ
ね
て
第
二
以
下
の
破
産
を
開
始
す
る
必
要
が
な
く
、
し
た
が
っ
て

破
産
手
続
費
用
を
節
約
す
る
点
で
長
所
が
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
破
産
制
度
の
理
想
に
反
し
破
産
手
続
を
無
限
に
延
長
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
新
旧
債
権
者
の
保
護
に
公
平
を
か
き
、
さ
ら
に
破
産
者
の
活
動
を
阻
害
し
そ
の
、
更
生
の
機
会
を
与
え
な
い
点
で
短
所
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

し
た
が
っ
て
最
近
の
立
法
の
傾
向
は
非
膨
張
主
義
（
固
定
主
義
）
を
と
っ
て
い
る
、
と
。

　
さ
ら
に
非
免
責
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。
非
免
責
主
義
は
破
産
手
続
の
終
結
後
に
お
い
て
も
債
権
者
が
そ
れ
で
も
っ
て
満
足
を
え
な
か

っ
た
残
額
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
の
そ
の
後
の
取
得
す
る
財
産
に
対
し
て
追
求
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
破
産
者
の
保
護
・
更
正
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

面
か
ら
そ
の
残
額
債
務
に
つ
い
て
免
責
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
、
と
。

　
さ
い
ご
に
徴
戒
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。
破
産
制
度
の
目
的
は
競
合
せ
る
多
数
債
権
者
に
公
平
な
満
足
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
破
産
者
に
身
上
の
効
果
を
付
す
る
こ
と
は
沿
革
上
の
理
由
に
よ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
過
去
の
人
的
執
行
時
代

の
遺
物
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
そ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
に
お
け
る
財
産
の
浪
費
な
ど
の
弊
害
を
さ
け
る
実
際
上
の
理
由
は
あ
る
が
、
し

か
し
こ
れ
は
破
産
手
続
と
本
来
分
離
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
財
産
隠
匿
な
ど
債
権
者
を
害
す
る
行
為
が
あ
っ
た
も
の
は
犯
罪
と
し
て

　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

そ
れ
を
罰
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
身
上
の
効
果
も
そ
の
よ
う
な
犯
罪
の
結
果
と
し
て
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　
（
一
二
）
　
小
沢
政
許
・
破
産
法
講
義
一
二
頁
以
下
、
水
野
錬
太
郎
・
破
産
法
綱
要
［
一
頁
以
下
、
梅
謙
次
郎
・
破
産
法
案
概
説
三
頁
以
下
参
照
。

　
（
一
三
）
梅
・
前
掲
書
一
〇
頁
は
、
と
く
に
商
人
破
産
主
義
に
つ
い
て
「
例
ヘ
バ
商
人
ガ
支
払
ヲ
停
止
シ
タ
ト
キ
ニ
破
産
ノ
古
旦
告
ヲ
為
ス
ト
云
フ
コ
ト

　
　
　
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ス
カ
ラ
、
狡
猜
ナ
ル
商
人
ハ
近
イ
中
二
支
払
ヲ
停
止
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
ト
急
イ
デ
廃
業
ヲ
ス
ル
、
サ
ゥ
シ
テ
支

　
　
　
払
ヲ
停
止
ス
ル
ト
商
人
ガ
支
払
ヲ
停
止
シ
タ
ノ
デ
ナ
イ
カ
ラ
、
破
産
法
ヲ
適
用
ス
コ
ト
ガ
出
来
ナ
イ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
弊
害
モ
生
ジ
テ
居
ル
」
と
述

　
　
　
べ
て
い
る
。

　
（
』
四
）
　
梅
前
掲
書
八
1
一
一
頁
、
加
藤
正
治
「
商
人
破
産
主
義
」
破
産
法
研
究
四
巻
｝
五
頁
以
下
参
照
。

　
（
一
五
）
　
加
藤
正
治
「
破
産
財
団
の
範
囲
」
破
産
法
研
究
四
巻
七
三
頁
以
下
参
照
。

　
（
一
六
）
　
花
岡
敏
夫
・
破
産
法
案
ト
債
務
免
除
主
義
一
頁
以
下
、
加
藤
正
治
・
破
産
法
研
究
一
巻
一
〇
五
頁
、
六
巻
三
九
二
頁
参
照
。

　
（
一
七
）
　
加
藤
正
治
「
破
産
者
解
放
論
」
破
産
法
研
究
四
巻
三
三
七
頁
以
下
参
照
。

四
　
こ
の
よ
う
な
批
判
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
旧
商
法
破
産
編
は
、
そ
の
母
法
た
る
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
と
同
じ
く
、
非
常
に
き

び
し
い
も
の
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
債
権
者
の
保
護
に
重
点
を
お
き
、
破
産
を
犯
罪
視
す
る
思
想
か
ら
脱
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

多
数
債
権
者
の
公
平
な
満
足
を
は
か
る
と
と
も
に
、
債
務
者
の
保
護
・
更
生
を
も
は
か
る
と
い
う
、
破
産
制
度
の
近
代
化
に
む
か
っ
て
さ

ら
に
歩
み
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
要
請
と
し
て
で
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
明
治
三
二
年
の
民
法
典
・
商
法
典
の
制
定
・
施

行
と
と
も
に
、
旧
商
法
破
産
編
の
本
格
的
検
討
に
う
つ
り
、
大
正
コ
年
の
現
行
破
産
法
制
定
へ
と
そ
の
近
代
化
に
向
う
の
で
あ
る
。

　
日
　
第
三
期
ー
「
現
行
破
産
法
・
和
議
法
」
制
定
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

一
　
旧
商
法
破
産
編
が
あ
ま
り
好
ま
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
制
定
施
行
の
当
初
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し



た
が
っ
て
民
法
典
・
商
法
典
の
施
行
延
期
と
と
も
に
、
明
治
二
六
年
発
足
し
た
法
典
調
査
会
に
お
い
て
破
産
法
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
ず
民
法
典
・
商
法
典
の
編
纂
に
追
わ
れ
、
さ
ら
に
民
法
・
商
法
の
施
行
と
同
時
に
必
要
で
、
そ
の
当
時
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

か
っ
た
人
事
訴
訟
法
、
非
訟
事
件
手
続
法
な
ど
の
制
定
に
急
が
さ
れ
た
の
で
、
結
局
は
明
治
三
二
年
ご
ろ
よ
り
よ
う
や
く
新
し
い
草
案
の

　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

作
成
に
は
い
り
、
そ
れ
が
明
治
三
五
年
に
い
た
っ
て
法
典
調
査
会
の
破
産
法
草
案
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
草
案
は
、
帝
国

議
会
に
提
出
さ
れ
ず
に
終
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
初
よ
り
批
判
の
多
か
っ
た
旧
商
法
破
産
編
に
お
け
る
商
人
破
産
主
義
を
す

て
、
主
と
し
て
ド
イ
ッ
破
産
法
を
模
範
と
し
て
一
般
破
産
主
義
を
採
用
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で

わ
が
国
の
破
産
制
度
の
近
代
化
に
と
っ
て
一
歩
前
進
の
役
割
を
果
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
そ
の
内
容
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
右
に
述
べ
た
よ
う
に
一
般
破
産
主
義
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
徴
戒
主
義
を
と
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

が
、
そ
れ
を
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
依
然
と
し
て
膨
張
主
義
を
と
り
、
非
免
責
主
義
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
破
産
制
度
の
近
代
化
へ
向
っ
て
一
歩
進
ん
だ
と
い
う
も
の
の
、
梅
博
士
の
立
案
理
由
に
お
い
て
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
そ
の

当
時
の
意
識
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
破
産
制
度
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
か
ら
は
か
な
り
遠
か
っ
た
。
け
だ
し
そ
の
根
底
に
は
、
破
産
を
犯

罪
視
す
る
思
想
か
ら
ぬ
け
切
ら
ず
、
ま
た
債
務
者
の
保
護
・
更
生
と
い
う
面
が
い
ま
だ
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
梅
謙
次
郎
・
破
産
法
案
概
説
八
ー
九
頁
。

　
（
二
）
梅
・
前
掲
書
九
頁
参
照
。

　
（
三
）
　
志
田
・
前
掲
書
一
〇
三
頁
。
梅
・
前
掲
書
二
頁
。

　
（
四
）
　
志
田
・
前
掲
書
一
一
四
頁
。
な
お
立
案
者
は
梅
謙
次
郎
、
岡
野
敬
次
郎
、
田
部
芳
の
三
博
士
で
あ
っ
た
。

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



六　五
）　　 ）

（
七
）

（
八
）

破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二

　
梅
・
前
掲
書
一
〇
i
一
一
頁
参
照
。

　
す
な
わ
ち
旧
商
法
破
産
編
第
一
〇
五
四
条
の
ご
と
く
、
破
産
法
自
体
に
お
い
て
直
接
そ
の
旨
を
規
定
す
る
こ
と
を
や
め
、
そ
れ
を
他
の
法
律
の

規
定
に
ま
か
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
梅
・
前
掲
書
一
一
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
梅
博
士
は
、
　
「
私
共
ノ
考
ヘ
マ
シ
タ
所
デ
ハ
、
成
ル
ホ
ド
多

少
徴
罰
ノ
意
味
ハ
ア
ル
方
ガ
宜
カ
ラ
ウ
、
亜
米
利
加
ナ
ド
デ
、
破
産
ヲ
シ
テ
ソ
レ
カ
ラ
持
直
ス
ト
云
フ
ト
、
彼
ノ
人
ハ
何
遍
破
産
シ
テ
何
遍
身
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ぺ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
つ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ヲ
持
直
シ
タ
ト
云
フ
ノ
デ
名
誉
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
聞
イ
テ
オ
リ
マ
ス
ガ
、
ソ
レ
ハ
秩
序
ア
ル
社
会
二
於
テ
ハ
望
ム
ベ
キ
コ
ト
デ
ナ
イ
、
サ
ウ

云
フ
コ
ト
ハ
宜
シ
ク
ナ
イ
、
矢
張
リ
破
産
ナ
ン
テ
云
フ
コ
ト
ハ
シ
ナ
イ
方
ガ
宜
イ
、
ス
レ
バ
随
分
不
利
益
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ

ガ
一
般
二
信
用
ヲ
維
持
ス
ル
上
二
於
テ
利
益
デ
ア
ル
ト
信
ズ
ル
、
ソ
レ
デ
ス
カ
ラ
多
少
徴
罰
ノ
意
味
ヲ
含
ム
ト
云
フ
コ
ト
ハ
当
然
ノ
事
ト
思
フ
、

独
逸
ト
錐
モ
決
シ
テ
含
マ
ヌ
デ
ハ
ナ
イ
多
少
徴
罰
ノ
意
味
ハ
含
デ
居
ル
ガ
、
併
シ
大
体
二
於
テ
徴
罰
的
ノ
モ
ノ
デ
ナ
イ
ト
云
フ
主
義
ヲ
取
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ガ
…
…
　
ク
ト
モ
今
日
ハ
或
ハ
早
過
ギ
ル
カ
ト
思
フ
、
我
邦
二
於
テ
ハ
特
ニ
ソ
レ
ヲ
感
ズ
ル
、
ソ
レ
デ
今
度
ノ
草
案
ニ
ハ
現
行
法
二
較
ベ
レ
バ
先

ヅ
寛
ナ
主
義
ヲ
取
リ
マ
シ
タ
」
（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
－
一
四
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
破
産
法
草
案
第
四
一
条
、
梅
・
前
掲
書
三
八
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
梅
博
士
は
、
　
「
固
定
主
義
ハ
非
常
二
始
末
ガ
宜
イ
ノ
デ
ス
、
…
…
ケ
レ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　

モ
、
又
一
方
カ
ラ
言
ッ
テ
見
ル
ト
大
変
不
穏
当
ナ
結
果
ヲ
惹
起
ス
、
マ
ー
極
端
ナ
例
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ド
モ
、
破
産
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
当
時
二

於
テ
ハ
債
務
者
ハ
極
メ
テ
貧
之
デ
ア
ッ
タ
、
破
産
財
団
モ
極
メ
テ
少
イ
ノ
デ
、
債
権
者
ハ
非
常
ナ
損
分
デ
ア
ル
ト
云
フ
ト
キ
ニ
、
破
産
者
が
ヒ
ヨ

ッ
ク
リ
ト
金
持
ノ
親
類
ノ
相
続
ヲ
シ
タ
ト
云
フ
ト
、
債
権
者
ハ
ド
ウ
モ
非
常
二
迷
惑
ヲ
シ
テ
居
ル
ノ
ニ
、
　
一
方
デ
破
産
者
ハ
贅
沢
ヲ
シ
テ
暮
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

居
ッ
テ
モ
、
殆
ト
如
何
ト
モ
仕
様
ガ
ナ
イ
ト
云
フ
ノ
モ
余
リ
不
穏
当
デ
ア
ル
、
少
シ
位
手
続
ハ
面
倒
デ
ア
ッ
テ
モ
ド
ウ
モ
膨
脹
主
義
ノ
方
ガ
結
果

二
於
テ
穏
当
デ
ア
ラ
ウ
」
（
傍
点
筆
者
）
と
し
て
い
る
（
三
九
ー
四
〇
頁
）
。

　
こ
こ
で
は
免
責
主
義
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
け
だ
し
ド
イ
ツ
破
産
法
を
も
っ
ぱ
ら
参
照
し
、
そ
こ
で
は
免
責
主
義

を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
花
岡
・
前
掲
書
参
照
。



二
　
そ
の
後
、
法
典
調
査
会
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
を
つ
い
で
司
法
省
に
法
律
取
調
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
同
一
主
義
に
も
と
づ
い
て
新
破

産
法
案
が
起
草
さ
れ
、
大
正
六
年
七
月
二
六
日
新
草
案
が
成
立
し
た
。
そ
れ
が
基
礎
と
な
り
、
さ
ら
に
大
正
八
年
七
月
法
律
取
調
委
員
会

廃
止
の
の
ち
、
司
法
省
内
に
設
置
さ
れ
た
破
産
法
改
正
調
査
委
員
会
で
検
討
審
議
し
、
大
正
一
〇
年
二
月
確
定
破
産
法
草
案
と
し
て
成

立
し
た
も
の
が
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
若
干
の
修
正
を
経
て
、
大
正
一
一
年
四
月
二
五
目
法
律
第
七
一
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
大
正
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

年
一
月
一
日
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
が
現
行
破
産
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

　
と
こ
ろ
で
こ
の
破
産
法
草
案
の
起
草
者
は
、
岡
野
、
山
内
、
松
本
、
加
藤
の
四
博
士
で
あ
っ
た
。
と
く
に
加
藤
博
士
は
、
旧
商
法
破
産

編
に
対
す
る
有
力
な
批
判
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
前
に
述
べ
た
法
典
調
査
会
案
よ
り
は
、
さ
ら
に
近
代
化
へ
向
っ
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

歩
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
膨
張
主
義
が
非
膨
張
主
義
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
現
行
破
産
法
の
成
立
と
と
も
に
和
議
法
が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
（
大
正
コ
年
四
月
二
七
目
法
律
第
七
二
号
公
布
、
大
正
二
一

年
一
月
一
日
施
行
）
。
こ
の
よ
う
に
、
破
産
宣
告
を
回
避
し
、
債
務
者
の
信
用
を
維
持
し
、
そ
の
事
業
の
継
続
を
は
か
り
、
そ
こ
に
債
権

者
お
よ
び
債
務
者
の
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
い
み
で
、
破
産
予
防
の
和
議
制
度
を
設
け
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
破
産
制
度
に
お
け
る
大

　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

き
な
進
歩
と
い
え
よ
う
。

（
九
）
　
志
田
・
前
掲
書
一
〇
四
頁
、
　
一
一
四
、
　
一
一
五
頁
。

（
一
〇
）
　
志
田
r
前
掲
書
一
一
五
頁
。

（
一
一
）
　
加
藤
正
治
「
新
旧
破
産
法
案
対
比
」
破
産
法
研
究
五
巻
四
一
一
頁
参
照
。

（
一
二
）
　
な
お
破
産
予
防
の
制
度
と
し
て
、
さ
ら
に
昭
和
一
三
年
の
商
法
の
改
正
で
、

　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
－

株
式
会
社
の
整
理

（
商
法
第
三
八
一
条
以
下
）

　
　
　
　
　
一
一
三

お
よ
び
特
別
清



　
　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

　
　
　
算
（
商
法
第
四
三
一
条
以
下
）
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

四
　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
正
一
一
年
四
月
二
五
目
の
現
行
破
産
法
に
よ
っ
て
、
一
般
破
産
主
義
が
と
ら
れ
、

徴
戒
主
義
が
い
く
ぶ
ん
か
緩
和
さ
れ
、
さ
ら
に
非
膨
張
主
義
（
固
定
主
義
）
が
採
用
さ
れ
、
こ
こ
に
債
務
者
の
保
護
・
更
生
の
思
想
が
も

り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
破
産
制
度
は
、
旧
商
法
破
産
編
に
お
け
る
よ
り
は
は
る
か
に
、
近
代
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
さ
ら
に
近
代
化
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
け
だ
し
免
責
主
義
の
採
用
と
徴
戒
主
義
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

ら
の
完
全
な
脱
却
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
戦
後
の
改
正
ま
で
ま
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
（
＝
二
）
　
斉
藤
常
三
郎
「
破
産
制
度
及
破
産
法
の
将
来
」
法
学
論
叢
四
〇
巻
三
号
三
六
九
頁
以
下
、
黒
川
真
前
「
破
産
法
の
欠
陥
と
其
改
正
」
日
本
法

　
　
　
学
五
巻
一
二
号
一
頁
以
下
、
加
藤
正
治
「
破
産
法
及
和
議
法
改
正
私
案
」
破
産
法
研
究
一
一
巻
一
五
二
頁
以
下
参
照
。

　
（
一
四
）
　
徴
戒
主
義
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
の
剥
奪
が
、
戦
後
・
新
憲
法
の
施
行
と
と
も
に
直
ち
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ

　
　
　
れ
に
つ
い
て
加
藤
正
治
「
破
産
者
の
解
放
を
喜
ぶ
」
破
産
法
研
究
一
一
巻
一
三
四
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
現
在
で
も
個
力
の
法
律
で
若
干
の
徴
戒

　
　
　
的
規
定
が
あ
る
。
（
例
え
ば
、
公
証
人
法
、
弁
護
士
法
な
ど
）
。

　
　
　
　
ま
た
免
責
主
義
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
に
よ
り
、
昭
和
二
七
年
法
律
第
一
七
三
号
の
破
産
法
の
改
正
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
に
い
た
っ

　
　
　
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
結
　
　
　
び

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
破
産
制
度
の
成
立
は
、
よ
う
や
く
執
行
制
度
が
近
代
化
し
た
徳
川
期
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ

で
の
破
産
制
度
た
る
身
代
限
お
よ
び
分
散
の
制
度
は
、
そ
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
は
そ
の
時
代
の
背
景
か
ら
前
近
代
的
性
格
を
も
た
ざ



る
を
え
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
手
続
の
内
容
に
お
い
て
は
か
な
り
の
近
代
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
明
治
維
新
の
後
、

破
産
制
度
に
お
い
て
も
そ
の
身
分
性
と
い
う
前
近
代
的
性
格
を
排
除
し
、
も
っ
ぱ
ら
外
国
法
を
参
酌
し
て
近
代
的
な
破
産
制
度
の
確
立
へ

と
向
っ
た
。
だ
が
そ
れ
に
急
な
あ
ま
り
そ
の
内
容
の
十
分
な
検
討
に
い
た
ら
な
い
で
、
も
っ
ぱ
ら
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
を
模
範
と
し
た

ロ
エ
ス
レ
ル
の
商
法
草
案
を
土
台
と
し
て
、
旧
商
法
破
産
編
が
最
初
の
破
産
法
典
と
し
て
登
場
し
た
。
た
し
か
に
こ
れ
は
統
一
的
破
産
制

度
の
確
立
と
い
う
近
代
化
の
第
一
の
要
請
を
果
し
た
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
破
産
制
度
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
そ
の
頃

の
諸
外
国
の
そ
れ
と
比
べ
て
あ
ま
り
に
古
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
基
本
に
お
い
て
前
近
代
的
と
い
う
制
約
を
う
け
な

が
ら
も
、
そ
の
手
続
の
内
容
に
お
い
て
は
債
権
者
の
保
護
と
と
も
に
債
務
者
保
護
の
考
え
方
を
も
も
り
こ
ん
で
い
た
、
わ
が
国
の
分
散
の

制
度
を
支
え
て
い
た
市
民
の
法
意
識
に
は
、
あ
る
い
み
に
お
い
て
は
か
え
っ
て
逆
の
方
向
に
作
用
し
た
と
は
い
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

た
が
っ
て
そ
の
当
時
の
最
新
の
立
法
で
あ
る
ド
イ
ッ
破
産
法
、
イ
ギ
リ
ス
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
商
法
破
産
編

に
対
す
る
批
判
が
生
じ
、
す
ぐ
さ
ま
よ
り
近
代
化
へ
の
歩
み
を
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が

民
法
典
・
商
法
典
そ
の
他
の
法
律
の
制
定
に
迫
ま
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
大
正
一
一
年
の
現
行
破
産
法
ま
で
そ
の
改
革
が
お
く
れ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
し
か
も
そ
こ
で
の
破
産
制
度
の
近
代
化
は
か
な
り
達
成
さ
れ
た
と
い
う
も
の
の
、
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
と

お
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
戦
後
に
も
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
当
時
の
事
情
か
ら
し
て
当
然
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
わ
が

国
の
最
初
の
破
産
法
典
が
、
厳
格
な
フ
ラ
ン
ス
商
法
破
産
編
を
模
範
と
せ
ず
に
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
最
も
近
代
的
立
法
で
あ
っ
た
ド
イ

ツ
破
産
法
を
模
範
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
破
産
制
度
の
近
代
化
の
歩
み
も
、
破
産
制
度
に
対
す
る
認
識
の
仕
方
も
、
現

在
と
は
か
な
り
こ
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
破
産
制
度
の
近
代
化
と
外
国
法
の
影
響
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